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 令和５年５月３１日 

 

建設消防委員会 

 

                     住 宅 課 

 

市営住宅使用料の債権放棄について 

 

１ 債権放棄の概要 

 

市営住宅退去済の滞納者の住宅使用料のうち、２件について浜松市債権管理条例第 

１２条第１項第３号及び７号に該当するため、令和５年３月１０日付で債権放棄したこ

とを報告する。 

 

２ 債権放棄の内容 

 

名義人 住宅使用料 滞納期間 条例第１２条第１項 

Ａ 152,000 円 平成 29年 4 月～平成 30年 6 月 第７号該当 

Ｂ 670,100 円 平成 18年 2 月～平成 27年 4 月 第３号・第７号該当 

 

３ 債権放棄の経緯 

 

名義人Ａは、入居時に生活保護受給者で家賃は保護費からの代理納付であったため、

連帯保証人がいない状態で入居した。平成２７年に逮捕・収監されるが名義人と面会す

ることができず、連帯保証人や身寄りがいなかったことから退去することができず滞納

が発生した。平成３０年７月の出所後は、他に入居する場所もないため連帯保証人、身

元引受人をつけることを条件に団地に戻ることを許可した。生活保護を受給しながら毎

月１万円を納付したが、完納に至らず令和３年４月に死亡した。その後、相続人調査を

したが相続人全員が相続放棄をしていたため、請求先がないことを確認した。 

名義人Ｂは、住宅使用料を滞納したまま平成２７年１２月に死亡し、その後、Ｂの相

続人調査をしたが相続人全員が相続放棄をしていたため、請求先がないことを確認した。

また、令和２年１２月に債権の時効期間が満了した。 

以上の件について、令和５年２月の債権処理検討庁内委員会に諮ったところ、債権放

棄が妥当であるとの検討結果を受け債権放棄した。 
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【参考】  

〇浜松市債権管理条例（抜粋） 

 

 (その他の債権の放棄) 

第１２条 市長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合にお

いては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。 

(1) 債務者が生活保護法(昭和２５年法律第１４４号)の規定による保護を受け、

又はこれに準じる状態にあり、資力の回復が困難で、当該債権について、履行

の見込みがないと認められるとき。 

(2) 破産法(平成１６年法律第７５号)第２５３条第１項その他の法令の規定によ

り、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき。 

(3)  当該債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。 

(4)  当該債権について、第８条ただし書に規定する市長が特別の事情があると認

める場合において、同条に規定する強制執行等の措置をとったとしても履行さ

れる見込みがなく、かつ、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の

回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。 

(5) 第８条に規定する強制執行等又は第９条に規定する債権の申出等の措置をと

った場合において、なお完全に履行されなかった当該債権について、債務者が

無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがない

と認められるとき。 

(6)  第１０条に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、当該徴収停止

の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお同条各号のい

ずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認め

られるとき。 

(7)  債務者が死亡し、その相続人が限定承認をした場合、その相続人が存在しない

場合又はその相続人の存在が明らかでない場合において、その相続財産の価額が

強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以

外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。 

(8)  当該債権の存在について法律上の争いがある場合において、市長等が勝訴の見

込みがないものと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定によりその他の債権を放棄したときは、これを議会に報告し

なければならない。 

３ 第１項に規定するもののほか、市長等は、その他の債権（地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２３１条の３第１項に規定する歳入に係る債権を省く。）に係る

損害賠償金等について、浜松市税外収入金の延滞金に関する条例（昭和３３年浜松

市条例第５号）第３条の規定の例により放棄することができる。 

 

 


